
令和４年度

「石田市長と語ろう！まちづくり懇談会」

ご意見・ご要望に対する回答

日 時：７月１４日（木）午後６時３０分から

場 所：平泉コミュニティセンター



ご意見･ご要望の一覧

項 目 ページ

堀割地区 1

賀地区 2,3
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石田市長と語ろう！まちづくり懇談会

内容は要約しております。また，正式な用語に一部変更しておりますので，ご了承ください。

ご意見等の要旨 回 答

堀割地区（１）

広報かみすの配布方法につ
いて，現在は，新聞折込が主
な配布方法だと認識している
が，新聞発行部数は年々減少
しており，若年層については
特に新聞を購読していない人
が多い。宅配業者の「メール
便」や郵便局が実施している
「タウンプラス」等を利用し
て，全戸配布していただきた
い。

堀割地区（２）

Youtube に市の広報チャン
ネルをつくっていただきた
い。

広報紙の全戸配布につきましては，これ
まで何度か検討をしてきたところでござ
いますが，神栖市内全戸へ配布できる宅配
業者等が無いこと，また，郵送については，
１通ごとに封筒へ入れる必要があること，
配布コストが重さにより現状の７倍から
１２倍程度，年間６千万円から１億円もの
増額となること，更には，配布期間も１週
間以上を要し，かつ，年末年始は対応出来
ないなどの理由により，全戸配布の実施は
難しいとの結果に至っております。
このようなことから，広報紙は，新聞を

購読していなくても入手できるよう，公共
施設，スーパー，コンビニなど市内１４２
箇所に配置しているほか，スマートフォン
でも閲覧できるよう電子書籍での配信を
行っております。
また，身体の理由等により入手困難な方

には，郵送での配布を行っております。

当市においては，YouTube で「茨城県神
栖市チャンネル」を開設しており，市の紹
介や観光情報，まちの魅力などの動画を発
信しております。他にも情報発信方法とし
て，魅力情報発信ポータルサイト「カミス
ミカ」やメールマガジン，ツイッター，Ｆ
Ｍかしま「かみす放送局」で広報活動を行
っているところです。
今後につきましても，動画コンテンツの

充実や YouTube チャンネル等の周知に努
めてまいります。
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ご意見等の要旨 回 答

賀地区

小学生の通学路になってい
る県道 260 号線については歩
道がなく，歩行者の通行スペ
ースは側溝を含んで 1 メート
ル弱と狭い。道幅も広くない
なか，車両制限速度は 40km/h
と速く，危険である。毎年の
道路表示塗装の引き直しと
日々の登校班見守り隊だけで
は小学生の安全は担保されな
いため，通行車両が徐行運転
をするような道路構造措置
や，歩道整備，スクールバス
を運行させる等，交通安全対
策を検討していただきたい。

また，通学路脇には倒壊し
そうなブロック塀があるた
め，安全対策をしていただき
たい。

まず，通学路の歩道整備につきまして
は，道路を管理しております茨城県潮来土
木事務所へ伝え，改めて当市より要望書を
提出してまいります。
また，茨城県潮来土木事務所や神栖警察

署と連携し，通行するドライバーへ注意喚
起とスピードの抑制を図る「通学路」標示
やイメージハンプ（※）などの交通安全対
策も，併せて講じてまいります。

※イメージハンプ
道路上に物理的な凸部を設けず，目の
錯覚によって立体的な障害物がある
ように見せかけ，車のスピード抑制な
どの交通安全対策を図る道路塗装の
こと。

スクールバスの運行につきましては，学
校の統廃合による通学区域の拡大によっ
て運行している市町村はございますが，当
市においては実施しておりません。お住ま
いの区域が遠距離通学（片道の通学距離が
４キロメートル以上）になる児童には，登
下校時にタクシーによる通学支援を講じ
ております。

各小・中学校においては，学校職員や保
護者による通学路における立哨や見守り，
交通量の多い横断歩道を横断する際には，
横並びになり短時間で横断できるように
指導するなど，児童の安全確保に努めてお
り，今後も引き続き安全指導を行うととも
に，地域の皆様の見守り等のご協力をいた
だきながら児童生徒の安全確保に努めて
参りたいと思いますので，ご理解のほどよ
ろしくお願いいたします。

通学路脇のブロック塀につきましては，
市においても状況を確認しており，居住者
に対し，安全確認の注意喚起を行っており
ます。
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ご意見等の要旨 回 答

なお，当該ブロック塀については茨城県
鹿行県民センター建築指導課に対しても，
情報提供を行っております。

関係機関へ要望したものにつきまして
は，回答があり次第，情報提供させていた
だきますので，ご理解のほどよろしくお願
いいたします。


